
明和町人事行政の運営等の状況について

１　職員の任免及び職員数に関する状況
（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　人
人）

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　人
人）

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（令和7 年４月１日現在）

　

以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

小　計

116土木

農林水産
商工 2 2 0

5354民生
△ 117

[   0   ］

6

△ 1

（類似団体の人口10,000人当たり職員数 62.03
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水道 6 5 △ 1
下水道 3
その他

主 な 増 減 理 由
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衛生 18

△ 1
0

28歳
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2 2 0

　　　　　　区　　分

　部　　門

対前年
増減数

総務 37 41 4

職 員 数

令和7年

議会

012
8 1

147 151 4 ＜参考＞

64.28

教育部門 38 36 △ 2 業務内容の充実

計

185 187 2
80.90

（類似団体の人口10,000人当たり職員数 77.42

3

[   244   ］

15 13 △ 2

200 200 0
＜参考＞
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(3）職員数の推移

（単位：人　・　％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数

(4）職員の採用状況
令和7年4月1日の職員の新規採用の状況は次の通りです。

(5）職員の退職状況
令和6年度の職員の退職の状況は次の通りです。

２　職員の人事評価の状況

３　職員の給与の状況

 (1) 総括

　 (a) 人件費の状況（普通会計決算）

一般行政

職員数 43

0人 1人

1人 2人調理師

0人

1人

Ｂ／Ａ 令和5年度の人件費率　　　　　　Ｂ

　　　　　千円

区　分 住民基本台帳人口 実 質 収 支

12,327,755 1,046,151

1人

0人

保育士兼幼稚園教諭 1人

1,987,866 16.1 13.6

歳 出 額

%

　　　　　　Ａ

人 件 費 人 件 費 率

　     区　　分

部　　門

R2 R3

%令和6年度 人　　　　　　　　千円

22,630

　　　　　千円

38

185

R4 R5 R6

36 △ 7 (△ 16.3%)

147

187 △ 1

151 6 (4.1%)133 137職員数 145 139

R7 過去５年間

の増減数（率）

(△ 0.5%)

公営企業等会計 職員数 14 14 13

普通会計 職員数 188 183

201 200

教　育 44

200 △ 2

185 187

52 50

採用人数

男

14 △ 1 (△ 7.1%)

計 職員数 202 197 198

15 13

(△ 1.0%)

（参考）

土木職員

職　　種

職　　種

保育士兼幼稚園教諭

計

9人
事務職員

（一般枠）

1人

定年退職 早期退職

1人 0人

1人

0人

2人

退職人数

事務職員

普通退職

用務員

女

1人

4人5人

3人

（令和7年1月1日）

0人

　町では、平成２８年度から人事評価制度を導入して、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙
げた業績を公正に把握することで、職員の主体的な職務の遂行及びより高い能力を持った公務員の育成を行うと
ともに、能力・実績に基づく人事管理を行うことにより、組織全体の士気高揚を促し、公務能率の向上につな
げ、最終的には住民サービスの向上の土台をつくることを目的として取り組んでいます。
　個々の職員に期待する行動や能力に比べて、実際の行動や能力の発揮度が十分であるかを評価する「能力評
価」と施策や業務の施行上の目標を明確にした上で、目標の達成状況及びその他の仕事が十分なものであったか
を評価する「業績評価」により実施しています。
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　(b)職員給与費の状況（普通会計決算）

Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、令和６年４月１日現在の人数である。

　　

　(c) ラスパイレス指数の状況

（注）

　(d) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

[　実施　　　未実施　]

（給料表の改定実施時期）　　平成２７年４月１日

（内容）　　給料表について、国の見直し内容を踏まえ平均２％の引き下げ。激変緩和処置とし
て、3年間（平成３０年３月３１日まで）の経過処置（現給保障）を実施します。

２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したも
のである。

１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国
の　職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用
職員　の俸給月額を１００として計算した指数。

給与費

　　　　千円千円人 千円 千円

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

200 602,973 90,418 240,848 934,239

令和6年度 千円

　　計　　

（参考）一人当たり区　分

給　 料 職員手当

4,671

期末・勤勉手当
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②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）　国基準無支給地に対し、明和町においても無支給とする

（実施時期）　平成２７年４月１日より実施。

（参考）

③その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。

（平成２７年４月１日実施）

 (2) 給与の状況

 (a) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和7年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円

歳 円 円

　　　　②技能労務職

－ －

2 人 円 円

1 人 円 円

3 人 円 円

5 人 円 円

※職員数が１人の場合は、＊としています。

0%

区　分 平均給与月額

326,694

＊

316,806

－明和町

0%

各年度の支給割合

平成26
年度

うち清掃職員

三重県

うち調理師

53.8歳 302,200

0%

4月1日
時点

遡及改
正後

令和
５年度

平成29年度～令和4年度

0% 0% 0% 0%

平成27年度

平成28
年度

0%

明和町の支給割合 1% 0% 0%

326,872

－

令和
６年度

－

平均給料月額

－

－

306,900

平均給与月額

0% 0%

－

＊

職員数

うち学校給食員

うち用務員 ＊

45.9歳 300,967

明和町 37.3 300,505 351,882

48.0歳

平均年齢

区　　分

国基準による支給割合 0%

平 均 年 齢 平均給料月額

三重県 43.3 336,785 427,270

4



　（b) 職員の初任給の状況（令和7年４月１日現在）

円

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　（c) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和7年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（3) 手当の状況（令和６年度）

　（a) 期末手当・勤勉手当（令和６年度）

千円 千円

（令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合） （令和6年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

　月分 　月分 　月分 　月分 　月分 　月分

（ 1.4 ）月分 （ 1.0 ）月分 （ 1.4 ）月分 （ 1.0 ）月分 （ 1.4 ）月分 （ 1.0 ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

公営企業を含む

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）

イ　人事評価を活用している

2.1

大　学　卒

2.5

標準の成績率のみ（一律）

2.5 2.1 2.5

○

昇給実績が
ある成績率

国

326,400

―

経験年数
10年以上～15年未満

高　校　卒 265,525 297,500

―

経験年数
15年以上～20年未満

経験年数
20年以上～25年未満

―

中　学　卒 ―

明和町 三重県

活用予定次期

280,575

活用している成績率
昇給可能な

成績率

220,000 円 228,300 円
一般職220,000

一般職員

○

管理職加算　１０～２５％

令和６年度中における運用

管理職加算　１５％

管理職員

○

標準、下位の成績率

ロ　人事評価を実施していない

昇給実績が
ある成績率

役職加算　５～２０％

2.1

１人当たり平均支給額

○

管理職加算　１５～２５％

役職加算　５～２０％

1,205 1,775

役職加算　５～１０％

昇給可能な
成績率

○

上位、標準、下位の成績率 ○

上位、標準の成績率

大　学　卒 291,613 319,673 340,425 385,714

― ― ―

298,900

高　校　卒 188,000 ― ―

中　学　卒

353,300

１人当たり平均支給額

高　校　卒

183,500 ― ―

総合職230,000

高　校　卒 188,000 195,200 150,600

経験年数
25年以上～30年未満

区　　　　　分 明和町 三重県 国

区　　　　分

一般行政職

技能労務職

一般行政職

技能労務職
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　（b) 退職手当（令和６年度）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、令和6年度に退職した職員に支給された平均額である。

　 (c) 地域手当（令和６年度）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地域公務員の

　　　　給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　 (d) 特殊勤務手当（令和６年度）

千円

　円

　％

0 千円 日額４００円以内

0 千円 日額５００円以内

　 (e) 時間外勤務手当（令和６年度）

千円

千円

千円

千円

（注）　職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和６年度決算）」と同じ年度の4月1日

現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）

であり、短時間勤務職員を含む。

危険作業手当

防疫作業手当

自己都合 応募認定・定年

47.709000

19.6695 24.586875

47.709000

39.7575

28.0395 33.270750

47.709000

応募認定・定年 応募認定・定年

（令和６年度決算） 支給単価

職員１人当たり平均支給年額（令和 5年度決算） 268

支 給 実 績 （ 令 和 ６ 年 度 決 算 ） 50,402

職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 278

支 給 実 績 （ 令 和 5 年 度 決 算 ） 50,203

伝染病防疫業務に従事する職員 伝染病防疫業務

災害応急対策業務等に従事する職員 災害応急対策業務

0.0

手当の種類（手当数） 2種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 支給実績 左記職員に対する

95.7

支給実績（令和6年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）

地域手当補正後ラスパイレス指数
（ラスパイレス指数）

0 0明和町 0

支給職員１人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

明和町

支給実績（令和６年度決算） 0

47.709000

47.7090

17,806 5,057

19.6695 24.586875

定年前早期退職特別処置（2%～45%加算） 定年前早期退職特別処置（2%～45%加算）

47.7090

28.0395

39.7575

33.270750

国

　　　　（補正前にラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出）
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　（f) その他の手当（令和６年度）

円

円

円

円

（注） 公営企業を含む

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1) 勤務時間・休憩時間の状況（令和7年４月１日現在）

始業

管理職手当

終業

午後5時15分午前8時30分

・公共交通機関利用者
運賃等相当額（定期券
等）支給限度額55,000
円
・交通用具使用者
　片道2km以上の職員に
対し通勤距離に応じて
2,000円～31,600円

―

国は定額化

7,845 51,275

統括参事＝月額×15％
課長＝月額×12％
園長＝月額×10％

異 12,737

同

306,792

支給職員１人当たり

7,363 千円

242 千円

千円

200,551千円

通勤手当

扶養手当

・配偶者　 6,500円
・　子    10,000円
・父母等　 6,500円

16～22歳までの子がいる場合
　　　　　 5,000円 加算

同 ― 13,838

住居手当

・借家・借間居住者
　家賃が16,000円を超
えるものにつき支給
　最高額 28,000円

同 ―

（令和6年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （令和6年度決算） 平均支給年額

国の制度 国の制度と 支給実績

閉庁日

12月29日から翌年1月3日

勤務時間

正午～午後1時

休憩時間

土曜日

国民の祝日に関する法律に規定する休日
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（2) 休暇制度の導入状況

結婚する場合の休暇

ボランティア休暇

骨髄提供のための休暇

証人等としての官公署等への出頭

産前休暇 最大8週間まで（多胎妊娠は14週間以内）

介護休暇

妻の出産

子の看護等休暇

忌引

最大5日間まで

災害等による通勤時危険回避

産後休暇 産後8週間

出生サポート休暇

最大2日間まで

必要と認められる期間

1年につき5日まで

必要と認められる期間公民権の行使

育児参加休暇 最大5日間まで

災害等による通勤困難

短期の介護休暇

夏季休暇

1年につき5日まで

必要と認められる期間

必要と認められる期間

1日の範囲内

必要と認められる期間

最大7日間まで（親族関係に応じて付与）

原則連続する5日（原則7～9月期付与）

育児時間 1日2回（1回につき30分以内）

災害等による職員の住居の災害復旧

必要と認められる期間

1年につき5日まで

父母の祭事（法要）

2週間以上6ヵ月以内

90日以内

期間

1日2時間以内（連続する3年の期間内）

連続する5日以内（週休日等を含む）

介護時間

病気休暇

暦年あたり20日

休暇名

年次有給休暇
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（3) 年次有給休暇の取得状況（令和6年）

５　職員の休業に関する状況（令和６年度）

６　職員の分限及び懲戒処分の状況

７　職員の服務の状況

８　職員の退職管理の状況

９　職員の研修の状況
（1) 職員研修の実施状況（令和6年度）

三重県市町総合事務組合

4

5

備考合計

リーダー研修

育児休業

0

三重県市町総合事務組合

部分休業

ツーステップ研修

3人 13人

研修名(主なもの) 受講者数（人）主催者

0人 6人

全職員

三重県市町総合事務組合 3 課長級職員

マネージャー研修

カスタマーハラスメント研修 明和町 158

採用後6年目の職員

1

合計

平均取得日数

8 係長級職員

対象職員

採用後3・4年目の職員

三重県市町総合事務組合 新規採用職員8

0

　地方公務員法の一部改正に伴い、明和町職員の退職管理に関する条例（平成28年３月条例第５号）及び明
和町職員の退職管理に関する規則（平成28年３月規則第10号）を定め、元職員による契約事務等の働きかけ
の禁止や再就職情報の届出など、必要な措置を講じています。

0

合計

消化率

11.0日

34.96%

戒告 休職免職 停職 減給

0人

女

（人）

　（2）のとおり、職員には1年あたり20日間の年次有給休暇が付与され、残日数がある場合、20日間を限度として翌
年に繰り越すことができる。

0 1

00

0

ワンステップ研修

000

ハラスメント研修 明和町 198

1

スリーステップ研修 三重県市町総合事務組合

1

0

町長部局

教育委員会

0

　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第31条に基づき、すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益の
ために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しており、条例の定めるところによ
り、服務の宣誓を実施している。

0人

0 0

介護休業

正職員

区　分
男
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１０　職員の福祉及び利益の保護の状況

（1）健康管理事業の状況（令和6年度）

（2）三重県市町職員互助会への加入状況

（１人あたりの負担金額： ）

（3）その他の福利厚生事業の状況

１１　公平委員会の業務の状況

８月

給料月額の４／１０００

会員数 202名

13,084円2,656千円負担金の決算額：

公益事業

福利厚生事業

　　事業の内容（令和6年度）

給付事業、法律相談、職場研修助成、メンタルヘルス事業など

地域振興助成、災害対策事業助成

４月～３月

　職員の共済制度については、三重県市町村職員共済組合（一部の職員のみ公立学校共済組合）が、公務災
害補償については地方公務員災害補償基金がそれぞれ主体となり制度を実施しています。

衛生委員会

職員定期健康診断

人間ドック受診

ストレスチェック

負担金

４月～３月

９月

　公平委員会は、「三重県市町公平委員会」として三重県内の市町、一部事務組合及び広域連合と共同設置をし
ています。
　三重県市町公平委員会で処理する事務の主な内容は次のとおりです。
　○職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を取ること。
　○職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決または決定をすること。
　○職員の苦情を処理すること。
　令和６年度中に明和町に関係する上記の措置等の処理はありません。
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